
第

二

千

七

百

九

十

五

号

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

(

火
曜
日)

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す

る
規
則

(

教

職

員

課)

六
九
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す
る
規
則
を

廃
止
す
る
規
則

(

同

)

六
九
五

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

六
九
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(
同

)

六
九
六

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
九
七

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

六
九
七

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)
六
九
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

揖
斐
農
林
事
務
所)
六
九
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

中
濃
農
林
事
務
所)

六
九
八

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

岐
阜
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岐
阜
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
勤
務
成
績
の
評
価
に
係
る
勤
務
評
価
書
及
び
当
該
評
価
の

結
果
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す

る
規
則
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中｢

当
該
評
価
書
作
成
後
あ
ら
た
に
勤
務
評
価
書
が
作
成
さ
れ
る
ま

で
の
期
間
と
す
る｣

と
あ
る
の
は｢

教
育
長
が
別
に
定
め
る｣

と
、
第
七
条
第
二
項
中｢

当
該
評
価

書
作
成
後
あ
ら
た
に
勤
務
評
価
書
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
及
び
そ
の
期
間
の
経
過
後
二
年
と
す

る｣
と
あ
る
の
は｢

教
育
長
が
別
に
定
め
る｣

と
す
る
。

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日



県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

春

日

揖
斐
川
線

路
線
名

四
百
十
七

号 路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
和
田
字
井

之
島
四
五
五
番
一
三
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
同

四
五
五
番
一
二
地
先
ま

で
区

間

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
脛
永
字
北

粕
川
一
七
八
四
番
一
二
四
地

先
か
ら

同

郡
同

町
下
岡
島
字

大
道
上
八
二
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
二
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
勤
務
成
績
の
評
価
に
係
る
報
告
、
勤
務
評
価
書
及
び
当
該

評
価
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績

の
評
価
に
関
す
る
規
則
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
中｢

当
該
評
価
書
作
成
後
あ
ら
た
に
勤
務
評
価
書

が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
と
す
る｣

と
あ
る
の
は｢

教
育
長
が
別
に
定
め
る｣

と
、
第
八
条
第
二

項
中｢

当
該
評
価
書
作
成
後
あ
ら
た
に
勤
務
評
価
書
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
及
び
そ
の
期
間
の

経
過
後
二
年
と
す
る｣

と
あ
る
の
は｢

教
育
長
が
別
に
定
め
る｣

と
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供
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県
道

道
路
の
種
類

畑

佐

和

良
線

路
線
名

郡
上
市
和
良
町
土
京
字
下
ケ
洞
二

二
〇
八
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

二

二
一
七
番
三
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ウ
ー
マ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
東
海

三

代

表

者

の

氏

名

毛
利

理
恵

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
鍵
屋
西
町
二
丁
目
五
七
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
女
性
や
、
ス
キ
ル
を
身
に
着
け
起

業
し
た
い
と
願
う
女
性
に
対
し
、
子
育
て
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
や
、

資
格
取
得
支
援
事
業
を
行
い
、
子
育
て
に
役
立
つ
知
識
や
起
業
に

必
要
な
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
子
育
て
や
生
活
の
在
り
方
が

よ
り
豊
か
に
な
る
女
性
が
増
え
、
そ
の
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
周

囲
の
幸
福
度
を
向
上
さ
せ
、
よ
り
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
飛�
市
古
川
町
黒
内
の
一
部(

黒
内(

Ⅴ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
飛�
市(

古
川
町
黒
内
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
飛�
市(

古
川
町
黒
内
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
飛�
市
宮
川
町
大
無
雁
の
一
部(

大
無
雁
・
落
合(

Ⅱ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
飛�
市(

宮
川
町
大
無
雁
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
飛�
市(

宮
川
町
大
無
雁
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

白
川
町
森
林
組
合

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町
大
字
切
井
の
一
部(

切
井
石
木)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町(

大
字
切
井
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町(

大
字
切
井
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
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